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平成27年12月定例会 防災対策特別委員会（付託）

平成27年12月16日（水）

〔委員会の概要〕

須見委員長

ただいまから，防災対策特別委員会を開会いたします。（10時33分）

直ちに議事に入ります。

本日の議題は当委員会に係る付議事件の調査についてであります。

付議事件につきましては，お手元に御配付の議事次第のとおりであります。

まず，理事者において説明又は報告すべき事項があれば，これを受けたいと思います。

【報告事項】

○ 徳島県漁業版事業継続計画（県漁業版ＢＣＰ）骨子（案）について（資料①）

山本農林水産部副部長

この際，一点御報告させていただきます。徳島県漁業版事業継続計画，いわゆる県漁業

版ＢＣＰの骨子（案）についてでございます。お手元にお配りしております資料を御覧く

ださい。南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模な地震・津波が発生した場合には，と

りわけ，沿岸部や離島においては，地域の主要産業である漁業そのものが甚大な被害を被

ることが想定されますことから，事前に被災後の漁業を可能な限り早期に回復させるため

の対策を講じておくことは，極めて重要であります。

そこで，南海トラフ巨大地震等が発生した場合に，いち早く漁業を復興させることを目

的に県として実施すべき対策や体制を明らかにするとともに，日頃からの備えとして，こ

れらを円滑に進めるために必要な事前準備を着実に実施するため，この度，徳島県漁業版

事業継続計画，いわゆる県漁業版ＢＣＰを策定することといたしました。

２の基本方針といたしましては，（１）被災後２年以内に漁業を本格復旧する，（２）県

南部においては，耐震岸壁を備えた牟岐漁港，浅川港を核として，漁業の早期再開に向け

た体制を整備する，（３）水産研究課美波庁舎，漁業用牟岐無線局を支援拠点と位置付け，

機能強化するの三点を掲げ，漁業の早期再開に向けた取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に，３，主な事前対策（案）についてでございますが，災害発生後は，人命確保に向

けた取組を最優先とし，さらに漁業を本格復旧させるまでの期間を三つのフェーズで区分

し，

それぞれの区分に応じて，実施すべき事前対策を整理してまいりたいと考えております。

具体的には，まず，（１）人命確保に向けた取組を進めるための事前対策といたしまして，

海上避難ガイドマップを用いた訓練の実施や海上防災通信ネットワーク体制の強化など

を，また，（２）のフェーズ１，発災から３か月程度までに行う応急復旧業務を進めるた

めの事前対策では，関係機関や団体との連携体制の構築や被害状況を把握するためのチェ

ックリストの整備などを，（３）のフェーズ２，発災から１年以内を目途に行う漁業の早

期再開に向けた業務を進めるための事前対策では，漁船・漁具等の高所保管の促進やわか
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め種苗等の確保に向けた広域的な相互応援協定の締結などを，（４）のフェーズ３，発災

から２年以内をめどに行う漁業の本格復旧に向けた業務を進めるための事前対策として

は，放流用種苗の調達先や必要な資機材の検討，漁港や共同利用施設の被災事例調査や補

助事業リストの整備などを、それぞれ盛り込んでまいりたいと考えております。

本骨子（案）につきましては，去る12月２日に、大学や漁業関係者など10人で構成する

第１回目の検討委員会を開催し，御審議いただいたところであり，引き続き，具体的な対

策内容などについて，御意見，御提言を頂くこととしております。今後，議会での御論議

はもとより，関係市町村，漁業関係団体などの御意見等も踏まえ，本年度内に策定してま

いりたいと考えております。報告事項は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願

い申し上げます。

須見委員長

以上で，報告は終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑をどうぞ。

達田委員

初めに，今朝の新聞でも報道されておりました伊方１号機冷却海水漏れという記事なん

ですけれども，このことでお尋ねをいたします。タービン建屋の地下１階の配管から冷却

用の海水が漏れたということで，県にも連絡があったということなんですけども，まず，

この経過を詳しく教えていただけますか。

金井危機管理政策課長

ただいま委員より，伊方１号機の冷却海水漏れの経緯ということでございますが，昨日

11時10分頃，定期検査中の四国電力伊方原発１号機におきまして，タービン建屋地下１階

の配管から，報道のとおり冷却用の海水９万4,000トンが漏れたとなっております。ちな

みに，この伊方原発１号機というのは，再稼働に向けております３号機ではなくて，休止

中の原子力発電所でございます。それで，その後，約３時間後に全て海水は回収したと聞

いております。

それから，参考にですが，この海水には放射性物質は含まれておらず，建屋内だけで漏

れて，敷地内，もちろん敷地外にも一切漏れていないということを確認しております。県

では，こういった情報を四国電力から５時39分に電話と電子メールで情報を頂いたところ

でございます。

達田委員

放射性物質が漏れたなんてことになりますと，大変なことなんですが，県は何かあった

場合に通報を受けるということで合意をしているということなんですけれども，この合意

の内容は，通報を受ける際に，どういう場合にどういう段階で通報を受けるようになって

いるんでしょうか。
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金井危機管理政策課長

現在，県では四国電力株式会社徳島支店から，伊方原子力発電所異常に係る情報伝達対

応マニュアルというのを平成23年10月３日に策定しております。このマニュアルでは，伊

方原子力発電所の異常があれば県に情報伝達を頂くもので，実は，この情報のレベルとい

うのがＡ，Ｂ，Ｃ３段階ありまして，重大なものはＡ，軽微なものになりますとＢ，Ｃと

いくんですけど，その重大なもの，Ａに該当するものがあれば徳島県に情報を頂くという

ことで昨日情報を頂いたところでございます。

それから，このマニュアルにおきましては，情報を頂くタイミングなんですけども，四

国電力からマスコミに資料提供するタイミングをもって県にも通報してくれといったこと

でございまして，先ほど言いました17時40分頃報告いただいたところでございます。

達田委員

Ａ，Ｂ，Ｃということなんですけども，この場合はＡですね。報道の範囲でしか私は分

かりませんけれども，11時40分頃に連絡があったんでしょうか。徳島県には午後３時39分

と書かれているんですけども，実際はどっちなんですか。

金井危機管理政策課長

四国電力から本県に連絡があったのは，新聞の報道にありますとおり５時39分でござい

ます。

達田委員

11時10分頃に排水槽の水位が上昇していることに気付きましたと。そして，約３時間後

にこの海水全て回収したということなんですね。私たち素人ですけど，少なくとも，回収

している途中で連絡しようと思えば連絡できると思うんですよね。それが全部回収し終え

て，しかも，それが終わった段階でも３時過ぎですよね。それから２時間半もたって，５

時39分にようやく連絡があったと。これ，私は迅速な連絡体制になっているのかどうかと

いうのは非常に疑問を感じるんですけれども。先日，大規模な避難訓練も行われていまし

たけれども，重大な事故というときに，日頃からの訓練というのが大事だと思うんですよ。

こういうふうなだらだらとした状態でいいんだろうかと。私も多くの県民の皆さんが疑問

に思っていると思うんですけれども。その点で，後で四電に対してきちんと何かあればす

ぐに連絡が来るというような体制を申し入れしたんでしょうか。

金井危機管理政策課長

四電への申入れ等に関する御質問でございますけれども，実は，四電に確認したところ，

四電におきましては，国，愛媛県庁には即刻報告に行き，その後，四国電力の今回の事象

がＡ，Ｂ，Ｃどれに当たるかということを国とか愛媛県庁と判断していたとのことでござ

いました。実際に周辺県，私どもは立地県でなく周辺県でございますので，周辺県及びマ

スコミへのプレスリリースが17時40分といったことで通報を受けたところでございます。

四国電力につきましては，迅速に対応していただいたと思っております。立地県と周辺県

の違いというのを御理解いただければと思っております。
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達田委員

放射性物質が含まれてなかったからということで，のんびり構えていたのかも分かりま

せんけれども，本当に事故というのは小さいいろんな失敗の繰り返しがあって，大きな事

故につながっていってしまうわけなんですよね。ですから，何かあれば，日頃から即連絡

が来るというような体制を整えておくというのは，すごく大事じゃないかと思うんです。

その点で，ちゃんと見直しをしていただいて，即連絡が来る，少なくとも水位が上昇して

いるとか，回収をしているという段階で連絡があってもしかるべきだと思うんです。そう

いうことで，是非申入れをしていただきたいと思います。

それと，１号機というのはもう40年を迎えているということで，私どもは，老朽化した

原発というのは廃炉にしていただきたいということを要望しているんですけれども，１号

機を廃炉にしてほしいということを徳島県として要望されているんでしょうか。

須見委員長

小休します。（10時45分）

須見委員長

再開します。（10時46分）

達田委員

所管が違うということは分かります。でも，県庁各部署はつながっているわけですから，

各部署で相談をなさっていると思うんです。どういうふうな方向で取り組んでいるかぐら

い分かるでしょう。

金井危機管理政策課長

例えば，休止中の伊方１号機の廃炉とか再稼働についてのことでございますけども，こ

の辺についてはエネルギー政策とか立地県の判断ということを最優先に考える必要がある

と思います。一方，徳島県では，防災の観点でいいますと，平成25年10月に徳島県地域防

災計画の改定を行いまして，新たに原子力災害対策を盛り込んでおります。この中には，

県外からの避難者の受入れのほか，県民の生命，身体，財産の保護を目的に初動体制の確

保でありますとか，緊急モニタリングの実施，スクリーニング検査の実施，相談窓口の設

置，緊急時の保健医療体制の確立などを盛り込んでおりまして，廃炉，再稼働する，しな

いに関わらず，今後万が一，本県に影響を及ぼす原子力災害が発生した場合は，この地域

防災計画に基づき，しっかりと安全・安心の確保に努めてまいりたいと思っております。

達田委員

先日，避難訓練をされている映像も流れていましたけれども，そんな訓練すること自体

が本当に大変なことを想定していると思うんですよ。ですから，そんな訓練しなくてもい

いように原発をなくしてもらいたいというのが私どもの大きな願いなんです。多くの徳島

県民も願っていますので，現地の愛媛県で原発をなくしてもらいたいという声がどんどん
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と大きくなっているという状況を見ましても，電力が足りている今，原発は要らないとい

うことで，危ないものはやめてもらいたいという声を是非届けていただきたいということ

を申し上げて次の質問に入らせていただきます。

これまで，防災委員会等でいろいろと取り上げてまいりました総括のようになるかと思

うんですけれども，那賀川をはじめ，災害のたびに大きな水害が起きるということで，そ

の水害対策などを求めてまいりました。特に川の様子が昔と違ってきて，川底がどんどん

上がってきている。砂利がどんどん堆積してきて，昔はずっと下のほうに川があったので

すが，もう民家と川の底が余り距離が変わらなくなってしまったということで，水害が起

きてしまうという状況になっております。そういう中で，砂利をどんどん取るということ

は，もちろんしなければならないことなんですけれども，その大もとを断つということが

大事だと思うんですね。山からどんどん崩れてくる。そういう山を山崩れの起きない山に

していくという治山対策が非常に大事だと思っております。そこでお尋ねをしたいんです

けれども，今年度も治山に対しましては当初の予算で約23億を超える予算額が組まれてい

ましたが，特にこの中で，県単の治山事業ですね，各市町村などで特に山間部，山崩れが

起きて，直したいという要望が出てきていると思うんですけれども，なかなかやってもら

えないというような声も伺っております。

そこで，市町村が出している要望に対して，今県単の治山事業がどれくらいやられてい

るのか，その充足率につきまして，３年ぐらい前に遡って教えていただけたらと思います。

相原森林整備課長

県単治山事業に対する充足率についての御質問でございます。

この12月議会におきまして，県単治山事業につきましては2,630万円の補正をお願いし

ているところでございます。県単治山事業の過去３年間の充足率につきましては，金額ベ

ースでの市町村要望額に対しての県内予算額で説明をさせていただきますと，まず平成25

年度でございますが，東部農林水産局が充足率が24.9パーセント，西部県民局におきまし

ては10.3パーセント，南部県民局におきましては16.5パーセントということで，トータル

で15.8パーセントとなっております。次に，平成26年度につきましては，東部が42パーセ

ント，西部が35.9パーセント，南部が24.1パーセントで，全体として32.6パーセントの充

足率となっております。今年度，平成27年度につきましては，東部が41.9パーセント，西

部が34.5パーセント，南部が36.4パーセント，全体で36.8パーセントということで，過去

３年を見てみますと，充足率については上昇しているというような状況となっております。

達田委員

地域ごとに少しずつ数に違いはありますけれども，どちらにしましても要望の半分以下，

３分の１以下というところもございますよね。そういう中で，ここの部分の予算を増やさ

なければ，どんどん山崩れが起きてくると。大きな崩れ，以前ありました木沢村などの大

崩落，これに関しましては国からのお金が出まして，大きな工事をされて，今もやってい

ますけれども，県単の場合は，本当に長い間待っているというような声も伺っております。

それを一つ一つ解決して，山を直していかないと，どんどん下に流れてきて，結局川が本

当に危ない川になっていくということになると思いますので，この予算を大幅に増やして
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要望に応えていくということが必要だと思うんですけども，その点いかがなんでしょうか。

相原森林整備課長

県単治山事業に対します予算の拡充に向けた取組についてという御質問でございます。

県単治山事業につきましては，国庫補助の対象とならない小規模な箇所における治山対

策というようなことで，できるだけ国庫補助の対象となるような工夫もしながら事業を実

施しておりますが，県財政が厳しい状況の中，今後とも効果的な対策を推進するというの

と合わせまして，当年度に発生をいたしました災害対応など，緊急性の高い要望箇所につ

きましては，本年度のように補正予算で対応できますよう，今後とも努めてまいりたいと

考えております。

達田委員

大きな災害がありまして，大きな山崩れがありますと，そのときは予算が付きますが，

普段から山を崩れない山にしていくということを徐々にやっていかなければ，なかなか追

い付かないんじゃないかと思うんですよね。それで，砂利を取ってくださいという要望が

たくさん出ております。ですから，そこにもお金もかけなければいけないんですけれども，

大もとの山を守るというその事業に力を入れて，現実に本当に崩れにくい山となるように，

予算化に力を入れていただきたいと思うんですけれども，この点いかがでしょうか。

松本農林水産基盤整備局長

委員御指摘の治山対策費の拡充につきましては，国補事業の最大限の活用のほか，県単

事業の拡充，さらには国への政策提言におきましても，きめの細かい治山対策が行えるよ

う政策提言も行っているところでございまして，例えば本年度におきましては，林野庁に

おいて，よりきめの細かい治山対策が重点的にできるような新規の補助事業も概算要求に

盛り込まれたところでございます。引き続きそのような政策提言も含め，各種施策を総合

的に活用しながら治山対策の推進に努めてまいりたいと考えております。

達田委員

私も山に住んでいた当時に，山崩れというのを見まして，水害に遭って怖いめに遭った

という経験もございます。昭和50年に，木沢村の山奥が崩れてダムができました。そして

坂州木頭川の水が台風であるにもかかわらず非常に引いていたんですね。高齢の方が，山

奥が崩れているので避難しなければならないということが分かって，早目に避難をするこ

とができたんですけれども，若い人だけだったら，それは分からなかったと思うんですね。

本当に大きな水がきまして，ダムが決壊して，そして名古ノ瀬地域というのが大被害を受

けました。洪水被害を受けて，私たちも夜中に逃げて，公民館へ避難をしたというような

経験もございますけれども，やっぱり本当に命に関わってくるということがございますの

で，是非とも山の状況をきちんと調べて，そして早めに対策をするということをに力を入

れていただきたいと思うんです。そこで，その山が崩れるかもしれない，ここは危ないと

いうようなことを調べられていると思うんですけれども，その体制はどうなっているんで

しょうか。
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相原森林整備課長

山地における危険を察知する対策はどうしているかという御質問でございます。

毎年度，治山事業につきましては国の補助を受ける県営事業や県単治山事業など，市町

村も含めましてきめ細やかな対策をしているところでございます。その計画の際に，県の

職員が山の調査を行っております。工事の発注後，工事監督に行く際にも，その周辺など，

流域一帯の調査を行っているというのが一点ございます。

加えて，ソフト対策として，山地防災ヘルパー，現在137名の方を認定させていただい

ておりますけども，地域に密着した方々からの山地防災に関する情報を随時頂いており，

いち早く危険度の察知ということに努めているところでございます。

達田委員

災害を未然に防ぐ，命を守るという対策に力を入れていただきたいということを申し上

げて次に移りたいと思います。

この11月頃から，徳島県下，マイナンバーの番号が送付されてきておりますけれども，

このマイナンバーにつきましては，税とか社会保障に加えて，災害対策で活用ということ

が言われておりますが，災害対策で活用というのは，具体的にどういう場面で活用される

んでしょうか。

金井危機管理政策課長

災害時におけるマイナンバーの活用方法といった質問でございますが，委員お話のとお

り，マイナンバーの利用範囲は社会保障，それと税，災害対策の３分野に限定されており

まして，具体的には法律や条例で使い方を規定するといったものでございます。そのうち，

法律，いわゆるマイナンバー法で規定されております利用できる事務としては97項目あり

まして，このうち，災害対策の分野で利用できるのは３項目となっております。この３項

目といいますのが，一つが被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関

する事務，二つ目が災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務，三つ目が災害

救助法による救助又は扶助金の支給に関する事務，この三点でございます。

達田委員

マイナンバーにつきましては，いろんな国民の意見がございます。それで，もしこの被

災者再建支援制度，これを申請する場合に当たって，マイナンバーを出したくないという

方がいた場合に，これは支給されないんでしょうか。それとも，何か別の方法があるんで

しょうか。

坂東とくしまゼロ作戦課長

マイナンバー法で定めます被災者生活再建支援法に基づきます再建支援金の支給，この

事務に関しましては，内閣府の省令で定められているものとしまして，審査に必要な住民

票関係情報となっております。したがって，住民票の代わりにマイナンバーでも申請を可

能ということになっております。現在のところ，この具体的な運用，例えば様式等につき
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ましては，内閣府で詰めていると伺っております。したがって，マイナンバーを拒否した

場合に，制度が使えなくなるのかということにつきましては，一般的にこの住民票の関係

の代替手段として使っていくということになりますので，恐らくはないのではないかと思

いますが，詳細につきましては現在内閣府のほうで詰めている状況でございます。

達田委員

ということは，生活再建支援制度など申請するときに，もし御本人が言いたくないとい

う場合でも，それはちゃんと申請が受け付けられるということですよね。その場合に住民

票等は，マイナンバーが本人から提供されなくても，地方自治体などの場合は，そこに地

方公共団体の情報システム機構から番号をちゃんと取り寄せて書き込めるということにな

りますよね。ですから，本人は言いたくないと言っても，マイナンバーは書き込まれるの

ではないんですか。

坂東とくしまゼロ作戦課長

マイナンバーをどういうふうに活用するかということにつきましては，現在内閣府のほ

うで詳細を詰めております。ただ，現在，その生活再建支援金の支給に関して使っていま

すのは，本人確認という趣旨で使っていますので，無断でそういうものを使うということ

はないのではないかと考えております。詳細は内閣府のほうで詰めておりますので，現在

のところ，明確な方針というのは我々のほうでも把握をしておりません。

達田委員

もう一つ，本人確認ということについてお伺いしたいんですけども，例えば大雨被害と

かだったら分かると思うんですけども，例えば津波被害などの場合に，津波被害に遭われ

た方のお話なんか聞きましても，とにかく何もかも流されてしまって，免許証もない，貯

金通帳も何もない，この人が誰かということを証明するものが何もないという中で，マイ

ナンバーを持ってきましたという人はまずいないと思うんですけども。そういう場合に，

身元確認というのは，どういうふうにされるのでしょうか。

坂東とくしまゼロ作戦課長

一般的な災害時のそういう生活再建などの給付につきましては，免許証や住民票などで

確認をするということになりますけれども，今委員御指摘のとおり，例えば津波などの場

合，一切合財流されてしまうということ，これは実際にあり得るのではないかと考えてお

ります。この場合に，どういうふうに本人確認をするかということにつきましては，現在

何もない場合，明確な定めというのはございませんが，東日本大震災の際に，疎明する
そ めい

事項があれば，金融機関等でそういう弾力的な運用を行ったように聞いております。した

がって，あくまで，これは本人が確認できるかどうかということですので，その要件，そ

の証明する例えば住民票がないとか，免許証がないとか，マイナンバーのカードがないと

か，そういうことでもって受給資格が失われるということではございませんで，何らかの

方法で確認をするということを弾力的に運用してまいりたいと考えております。
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達田委員

お話を伺った限りでは，別にマイナンバーがなくても本当に被災されて困った方にはち

ゃんと制度が適用できるということですよね。

坂東とくしまゼロ作戦課長

御質問の件でいいますと，恐らくはそうなるであろうと思いますが，具体的な運用は内

閣府のほうで詰めておりますので，最終のお答えは，ここでちょっと差し控えたいと思い

ます。ただ，マイナンバーの趣旨といいますのは，税であったり社会保障であったり災害

対策という分野での効率的な支給，支援というものを目的としておりますので，それが逆

に何かの足かせになるようなことというのは趣旨としてはないのではないかと考えており

ます。

達田委員

マイナンバーの記載をする，しないでメリット，デメリットというのは，災害対策に関

してはもうないということで確認をさせていただいて，次の質問をさせていただきます。

これまで，災害対策で家屋の倒壊というのを防ぐことが非常に大事だということで，住

宅耐震化につきまして何度も質問をさせていただいたんですけれども，今一番新しい数字

で，どこまで進んでいるのか，お聞かせください。

坂部住宅課建築指導室長

ただいま達田委員から，木造住宅の耐震化の事業の実績等について御質問ございました。

まず，木造住宅の耐震化の耐震診断でございますが，平成27年度11月末時点の今年度の

実績につきましては850件でございます。平成16年からのトータルにつきましては，１万

5,776件。次に耐震改修，本格改修でございますが，平成16年度から行われております。

今年度につきましては，11月末の段階で95件，16年度からのトータルにつきましては，

1,127件。住まいの安全安心なリフォーム事業は，簡易改修工事と合わせて行うリフォー

ムも対象としておりますが，こちらの事業につきましては，平成27年度の11月末時点で

136件，トータルでは，平成23年度からでございますが594件。住替え支援事業，今年度新

たに行った事業でございますけれども，11月末時点で49件となっております。

達田委員

木造住宅につきまして，耐震化をしようという目標に対して，今どこまで進んでいるで

しょうか。

坂部住宅課建築指導室長

木造住宅に関する耐震化の質問でございますが，平成26年度に改定いたしました徳島県

耐震改修促進計画におきまして，住宅の耐震化率を平成32年度末に100パーセントとする

目標を掲げ，市町村や関係団体と連携し，住宅の耐震化に鋭意取り組んでいるところでご

ざいます。平成25年度末の耐震化率につきましては77パーセントと，ここ５年で５パーセ

ントアップしているものの，更なる取組の強化が必要と考えております。
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平成25年度に行いました耐震診断を行った方を対象に耐震改修に対する意識調査を実施

した結果では，工事を行う手続が面倒である，工事の内容や費用面について不安がある建

替え，住替えの際の住宅除却費用の支援要望，工事業者の情報が不足しているという声が

寄せられまして，今年度から支援制度を使い勝手のよい大幅に改善するワンストップで行

える住まいの耐震改修支援パックを新たに設けることなどの事業を行っております。

達田委員

木造住宅，空き家もどんどん増えているという問題もございますし，これから先，建替

えをする方もいるかと思いますので，それがみんながみんな耐震化をする必要があるかと

いうと，そうでもない部分もありますけれども，それにしても，かなり多くの件数をこな

していかないと，平成32年末に100パーセントという目標になかなか届かないんじゃない

かと思うんですよね。それで，取組についていろいろ頑張っておられるということなんで

すが，ここでお願いをしておきたいんですが，市町村によっては，住宅リフォーム助成制

度に取り組んでおられる市町村もございます。これには，耐震ということをまず一番に掲

げてはいないんですけれども，このリフォーム制度を利用される方がリフォームをしたい

ということで工務店等にお願いをしましたら，耐震化もしておいたほうがいいですよとい

うことでアドバイスされるそうなんです。ですから，非常に使いやすい制度にした中で，

専門家が見れば，ただリフォームだけじゃなくて，耐震化をやるということで，そういう

制度をどんどん広めていったほうが，住んでいる方のためにもなるし，安全度も高まるん

じゃないか。そして制度も使いやすいんじゃないかというようなことが話されております。

そこで，徳島県の場合は安全・安心リフォームとか，非常に使いやすくなったとはいえ，

まだまだ耐震化をしなければならないという，それが一番にありますので，とっつきにく

い面もあるんじゃないかと思うんですが，そういう点で，今多くの市町村がやっているよ

うな住宅リフォーム助成制度を県としても行って，そしてその中で安全度を高めていくと

いう方法にしてはどうかと私はそう思うんですけども，そういう制度も取り入れていくと

いうお考えはないのかお尋ねをしておきます。

坂部住宅課建築指導室長

木造住宅の耐震化に合わせまして，住宅のリフォームの助成制度についての御質問でご

ざいます。

本県では，木造住宅の耐震化事業を平成16年度から実施を行っております。平成18年度

には耐震シェルターや耐震ベッドなどの簡易な耐震改修工事に対しても助成する制度を開

始いたしました。先ほど委員から御提案がございましたリフォームも合わせて行う耐震工

事についての補助事業についてありましたけれども，平成23年度に全国に先駆けまして，

簡易な耐震改修と合わせて行う断熱改修や段差改修などのリフォームへの助成を行う住ま

いの安全・安心なリフォーム支援制度を実施しているところでございます。全国では，こ

のような簡易な耐震改修に対する助成制度を実施しているところは，本県を含め22県，四

国では本県のみとなっております。

達田委員
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もう一つの問題が，これまでも取り上げてきましたお金の問題ですよね。費用がかかる

ということで，木造住宅の耐震化ができてない住宅にお住まいの方の多くが高齢者である

ということで，少ない年金で細々と暮らしているという方が多いわけなんですね。耐震化

といっても，お金かかりますので，なかなか大変であると。経済的な負担を少なくすると

いう意味でも，今の助成の仕方というのをもう一回考えて，本当に少ない年金で暮らして

いる方でも安心してそういう事業に申込みできるように，補助金のアップなどを考えるべ

きではないかと思いますけれども，いかがでしょうか。

坂部住宅課建築指導室長

先ほど御説明しました住まいの安全・安心なリフォーム支援事業につきましては，市町

村に対しまして更なる自己負担の軽減を図るため，働き掛けた結果，現在では全ての市町

村において10万円から60万円の上乗せ補助が実施されております。さらに，これらの補助

制度に加えまして，本県から機会あるごとに国へ政策提言した結果，平成18年度の税制改

正において，新たな制度として出された耐震改修促進税制では，所得税の特別控除として，

耐震改修に要した費用の10パーセント相当額を25万円を上限に控除，固定資産税の税制措

置として50万円を超える耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を１年間２分の１に減額

などにより，改修の補助と税制上の優遇措置を合わせて70万円を超える実質的な助成を受

けることができるようになっております。

今後とも，耐震改修を希望する全ての県民の皆様の要望に応えられるよう，十分な予算

を確保し，木造住宅の耐震改修へ取組を加速してまいります。

達田委員

誰もが申し込めて，そして本当に安全な住まいになったと言えるような，そういう政策

を是非お願いをしておきたいと思います。

最後になりますけれども，昨日ＮＨＫのニュースで那賀川上流にカメラを設置というニ

ュースが流れておりましたけれども，このことについて，どういう状況なのか説明を頂い

て，質問を終わります。

北川河川整備課長

ただいま委員から，ライブカメラについての御質問を頂いたところでございます。

ライブカメラにつきましては，当委員会におきましても達田委員，それから西沢委員か

らの御提案もございました。また，12月議会におきまして，杉本議員からの代表質問もあ

ったところでございます。今回，ライブカメラにつきましては，木頭出原地区，那賀川に

ございます出原橋の周辺で１か所予定をしているところでございます。経緯につきまして

は，昨年の台風11号におきまして浸水被害を受けたことから，タイムラインをこの那賀川

全域におきまして作ったところでございます。特に，４地区に分けましてタイムラインを

作りまして，当地区につきましてはダムが上流にないものでございますから，どのような

対策をするか国及び地元那賀町とお話をさせていただいたところでございまして，その中

で，水位を従来なかなか確認できなかったため，今年度当初に量水標を出原橋の橋脚に設

置，シールのようなものでございますが，そういうものを設置して，避難行動に役立てよ
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うということでタイムラインを作成させていただいたところでございます。こうした中，

今年も２年連続の浸水被害を受けたということで，更なる安全，確実に避難行動ができる

よう木頭出原地区にライブカメラの設置を今予定しているところでございます。

達田委員

そうしたら，県が付けたということで，私は，始まりだと受けとめたいと思うんですけ

れども，那賀川の中流，それからまた，そのほかの河川でも水害がたくさん起きている所

がございます。徳島市の園瀬川にしましても，水害が起きて困っているという所もありま

すので，どんどんと県が設置していただいて，本当に命を守るという対策に力を入れてい

ただきますようにお願いして終わります。

西沢委員

まず，先ほど話があった原発の事故の件について，私もよく分からないので確認ですけ

れども，そういう事故があった場合，また事故に近いような場合に，愛媛県庁と徳島県等

への連絡体制というのはどう違うんですか。

金井危機管理政策課長

実は，二重の情報提供の方法がありまして，現在やっておりますのは，四国電力徳島支

店から直接メール，電話でこういった重大な事象が発生した場合には連絡が入るようにな

っております。ただ，愛媛県からも周辺６県と愛媛県との合意内容で，愛媛県からも入る

ようにはなっております。

西沢委員

原発から直接ではないのですね。愛媛県庁は原発から直接ですか。それとも，四国電力

を通じてですか。愛媛県庁は分からないね。でも本当だったら，一番早いルートを確保し

ておくべきじゃないかなと思うんですけどね。だから，一つは四国電力というよりも，原

発のいろいろな事故とか故障だったら，直接原発のほうから愛媛県庁に連絡が行くべきで

あると私は思うんですね。時間が一秒を争う場合がありますから。それと同じように，徳

島県も，県庁にはそういうホットラインを通じて直接かかってくるべきじゃないのかな。

そういう早く正確な情報というのは現場からの情報だと思うんですね。又聞きしていたら，

例えば四国電力のほうに伊方原発からいったと。その場合には，四国電力は確認作業を当

然しますよね。四国電力から徳島支店にまた来ると。それなら，徳島の出張所にも確認作

業をしなければいけない。それでまた，徳島県庁に来る。ではなくて，伊方原発のほうか

ら直接話が来るとなると確認作業は必要ないよね。そんなことからいくと，非常に時間の

ロスがあるんじゃないですかね。例えば，徳島県庁もそれによって避難しなければいけな

い。受け入れるだけじゃなくて避難しなくてはいけない人がいらっしゃるでしょう。三好

の人だったら，即逃げなければいけないこともあり得るんじゃないですか。それが逃げる

かどうか分かりませんけれども，そういう情報をすぐに市町村に流さなければならないし，

正確な情報をいち早く入れて，その後，それに対する体制をとると。それは直接じゃなか

ったら，能率が悪いんじゃないですかね。いかがでしょうか。
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金井危機管理政策課長

伊方原子力発電所のトラブルに関する情報体制の話なんですけれども，先ほど申しまし

たが，マニュアルでは四国電力徳島……（「マニュアルはいいです。そうしなくてはいけ

ないんじゃないですかということ。」と言う者あり）分かりました。ちなみに，本県，三

好市におきましては，伊方原発から132キロメートル離れております。国におきましては，

やっぱり半径30キロメートル圏内というのをＵＰＺを定めて，特に重点的に早く避難をす

る体制ということで。本県の場合は，立地県でないということで，ちょっと遅くなってい

るところでございますので，この辺につきましては，四国電力の体制等も確認しないと何

とも言えないところがございますので，持ち帰って検討させていただきたいと思います。

西沢委員

できるだけ早く，直接情報を欲しいと。それと，例えばそこでホットラインを作ったと

してね，今だったら四国電力の徳島支店からの情報でしょう。徳島支店のほうには，四国

電力又は伊方原発のほうからホットラインがきているわけですが，どんなことがあっても

情報は流れる体制になっていますか。だから，情報がここまで入らなかったら，こちらに

は入りませんよ。だから，情報がきれいにいち早く流れていく仕組みというのを確認して

おかなかったら，人任せではいけないと思うんですね。それは確認できてますか。

金井危機管理政策課長

四国電力本社と四国電力徳島支店の間は，メール等最近進んでいますので，そういうの

で迅速に情報提供は伝わっていると思っておりますが，また四国電力とは再々情報伝達訓

練とかも行っていますので，そういった中でいち早い情報伝達の体制の構築に努めてまい

りたいと思っております。

西沢委員

例えば，電源が落ちたと。伊方原発が何かあって停電になったと。なら，当然それだけ

ではなくて，情報というのは非常電源で流れると思いますけれども。やっぱり情報が確実

に早く流れるというのを，これは入るだろうじゃなくて，ここまでどうやって入るのかと

いうことも含めて，確認作業というのをしておかないといけないんじゃないかなと。そし

て，確実に入ると。それをいち早く，どういうふうに各市町村に流すのかと。確認作業し

なくてもいいぐらいの情報をちゃんと確実なところから聞いて流すのが一番だと思って，

できたらそんなことも検討してほしいなと思います。

それから，今のコンピューターの関係ですけど，県庁内のパソコンなんか見てましたら，

机の上に置いてますね。地震が起こったら，そのままで大丈夫ですかね。倒れて壊れるも

のも多いんじゃないですかね。県庁内のメインコンピューターというのは私も見たことな

いんですけども，これは耐震性は大丈夫ですか。

坂東とくしまゼロ作戦課長

県庁内のコンピューター……（「どこにありますかね。」と言う者あり）コンピューター

平成27年12月16日(水) 防災対策特別委員会(付託)
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の関係ですけど，今は情報システム課の所管になっておりますけれども，業務システムに

つきましては，それぞれの分野ごとにサーバーというものを設置しておりますが，これら

をクラウドという形で庁外に出すという傾向にございます。庁内に置いておかないといけ

ないもの，庁外に出せるもの，それぞれございますが，基本的な流れとしては，東日本大

震災以降，庁内ではなくて外へ出していく。例えば，我々の災害情報に関するものにつき

ましては，今東日本のほうに出しておりまして，庁内にはそういうコンピューターは置い

ていないという状況でございます。

西沢委員

そういう各部署のメインコンピューターみたいなのあるんですね。そんなのは，部外へ

置いてあると。同じ災害でやられない所に置いてあるということですね。でも，そこから

の連絡はちゃんと行くんですよね。いろんな角度でできるようになっているんでしょうね。

だから，その受入態勢のコンピューターは，耐震性も含めて大丈夫なようになっています

ね。

坂東とくしまゼロ作戦課長

一般的なお話としましてお答えをさせていただければと思いますが，そのクラウドで接

続している場合は，インターネットを経由して接続している場合が最近は増えています。

例えば，これを専用線で接続をした場合でありますと，その専用線が切れてしまうと通信

ができなくなるという問題がありますが，インターネットの場合は，例えば衛星回線であ

ったり，普通のＷｉ－Ｆｉであったり，いろんな形でインターネットに接続をすれば，そ

の先は世界中が一つの網になっておりますので，迂回路はたくさんあるという形になりま

す。したがって，インターネット経由という形のもの，それがその先にクラウドという形

で置いておくこと，こういったことで災害に対する耐性というものはとれていると考えて

おります。

西沢委員

一応，各パソコンなんかからも情報は得られると，ＬＡＮで。そういう形になっている

わけですね。結局，どこかで一つにまとめて県庁内に置くというんじゃなくて。でも，そ

の中で受ける側がいろいろ地震で倒れたりして，そんなことないように，県庁，特に災害

後に使わなければいけないものが倒れて使えなくなるというんじゃなくて，今の状態だっ

たら，多分かなりのパソコンが使えなくなるんじゃないかなと，そんな気がしますね。だ

から，そのあたりも気を付けて使える体制づくり，これは県庁内だけではないですね。各

災害拠点施設なんか，特にそういうことをちゃんとやらなかったら，病院なんかでもパソ

コンなんかがやられると，かなり動きがとれなくなるんじゃないかなと。先生方はパソコ

ンで作業しますので，大変厳しくなるんじゃないかなと。そういういろんな機械，機器だ

けじゃなくて，そういうところまで配慮しなくてはいけないんじゃないかなと思いますね。

もう一遍そういう目で見直してもらったらなと思います。

それから，地籍調査ですね。各市町村が地籍調査をいろいろやって，徳島県は遅いとい

うようなこと，特に海部郡が遅いというようなことが言われております。お金がなくてな
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かなか大変だという声も聞こえてきますけれども，今一生懸命ばたばたやっているような

気がします。今，現実にはここの部署で分かりますかね。地籍調査の在り方。やっぱり災

害時には地籍調査をやって非常に効果があると聞いていますので，分かりますかね。

井筒農林水産部次長

地籍調査についての御質問でございますが，委員おっしゃるとおり，地籍調査につきま

しては，土地の所有権や境界等を明確にすることで，土地の取引であるとか公共事業の円

滑な実施等に資することはもとより，災害時の早期復旧，復興に大きな役割を果たすとい

う非常に重要なものとして認識をしているところでございます。そういった中で，徳島県

におきましては，26年度，27年度と重点的により進めていくということで，予算につきま

しても大幅な増額を頂きまして実施をしているところでございます。それで，現在の県全

体の進捗率でございますが，26年度末で33.2パーセントになっているところでございます。

西沢委員

海部郡だけ言ってください。各町。

須見委員長

小休します。（11時32分）

須見委員長

再開します。（11時32分）

井筒農林水産部次長

失礼いたしました。海部郡３町におきます26年度末の進捗率でございますが，牟岐町が

8.0パーセント，美波町が3.0パーセント，海陽町が2.0パーセントとちょっと低くなって

ございますけれども，これは，海部郡内の町におかれましては，着工年度が少し遅うござ

いまして，牟岐町が平成23年度，美波町が平成25年度から開始をされていると。さらに海

陽町におかれましては，旧の宍喰と海部，海南と合併されたわけですけれども，その中で

も取組がされてなかった町がありまして，３町合わせた合併の中で今言うような２パーセ

ントと少し低い数字になってございます。ただ，近年におきまして……（「計画のほうを

言ってください，今後の計画。３町の。」と言う者あり）

須見委員長

小休します。（11時33分）

須見委員長

再開します。（11時34分）

井筒農林水産部次長

失礼いたしました。計画というのはまだ具体的なものではございませんけれども，牟岐
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町におきましては，対象面積が56平方キロメートル，美波町では140平方キロメートル，

海陽町では317平方キロメートルを実施していくということになっておりまして，27年度

予算におきましては牟岐町で約2,900万円，美波町で約6,200万円，海陽町で5,400万円の

事業費で実施をしていただいているところでございます。

西沢委員

それで何パーセントですか。

井筒農林水産部次長

これの実施によりまして，27年度末が幾らになるかというのは現在のところつかめてお

りません。申し訳ございません。

西沢委員

最終的に，やっぱり今何パーセントあって，今一生懸命やって何パーセントに上がって

いくというところが，これだったらどうなっていっているのかなと思ったんです。確かに，

大変遅れていて，今頑張っている最中だというのはよく分かるんですけど，もう一つは，

特に災害後にそれらが非常に役立つという中では，やっぱり津波なんかでやられる所や町

中を先にやっていただいて，山の中はやりやすいんですけどね。ただ，やりやすいかどう

かは持っている人の関係もあるけど，一応町の中でやられて，後でぐちゃぐちゃになった

ら分からないような所は早くやってほしいと思うんですね。

それともう一つ，被災して，ぐちゃぐちゃになって，地籍調査をやっているので場所が

特定できるというのは，例えばどこかにポイントを押さえてくれているのか，こういう体

制はとれているんでしょうか。

井筒農林水産部次長

先ほどの説明で少し補足させていただきますと，先ほど言いましたように，県の予算を

大幅に伸ばしていただきまして，先ほど33パーセントの進捗率ということでございますけ

れども，県全体で毎年１パーセントから３パーセントずつ実施率が上がっております。全

国平均で見ますと，0.4パーセントということで，全国の３倍ぐらいのスピードで進捗は

進めているところでございます。

それと，先ほどおっしゃいました津波浸水区域を重点的にということでございますけれ

ども，県としましては，重点エリアというのを設定いたしまして，その津波浸水被害関連

区域あるいは中央構造線直下型地震関連区域，さらには山地災害関連，中山間地域，関係

者の方が高齢になったりして，境界確認が難しくなってくるというようなことで，こうい

った三つの箇所を重点エリアとして推進しているところでございます。

それと，もし被災した後の地籍踏査，データの復旧でございますが，それぞれ市町村の

ほうで管理をしていただいているわけですけれども，地籍調査が終われば法務局にそのデ

ータがいっていますので，現場のほうで復旧するとなれば，法務局からデータを提供いた

だいて，それなりの技術を持った測量会社へ市町村なりが委託していただければ，再現は

可能となるところでございます。
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西沢委員

各市町村に言えば，すぐに場所は分かるということですね。だから，市町村が業者に頼

んで，それでポイントを把握してやってもらうということで，時間がかからなくてもでき

るということですね。分かりました。そうやって聞いたら，非常に使い勝手がいいので，

どんどんそういう所を中心にやってほしいと思います。

一つ気になるのは，地籍調査をやると，その後，法務局に届出して，ものすごい時間が

かかりますね。１年か２年ぐらい後に。それまでの間は，町預かりなんですかね。地籍調

査して終わっていても，それを書類に載せるのが大分遅いのは，何でですか。

井筒農林水産部次長

委員がおっしゃるとおり，地籍調査につきましては現地で境界立会していただいて，そ

の境界を確認した後，測量しまして，それを成果としてまとめて，法務局に提出していく

と。そして法務局でそれを受取していただいて，最終的なものとして完成するわけでござ

います。委員がおっしゃいますように，法務局での作業がやはり時間がかかっているのが

実態と聞いております。それで，県と市町村，あるいは法務局の方々で意見交換をする，

情報交換をするような場を毎年設けておりまして，その場で県から，市町村からできる限

り早急な処理をお願いしているところでございます。

西沢委員

法務局の事務処理に時間がかかっているというんですか。

井筒農林水産部次長

地籍調査自体にも，最初に調査する区域を決めまして，その土地の現在の状況を調べま

して，関係者に現場での立会をお願いします。そして，その現場で立会したものをくいに

落としまして，それを測量して図面にして，そしてデータ化して法務局に送る。そこまで

もかなりの時間がかかります。

西沢委員

それが約どのくらいですか。

井筒農林水産部次長

一定の地籍調査の工程というのがあるんですけども，約２年ぐらいかかるという予定で

進めている状況でございます。

西沢委員

現実的にその土地を売買する時に，個人的に地籍調査をやる場合だったら，売買する時

に測量して，すぐに法務局に行って認めてもらうと。そんなもの即決ですよね。でも，市

町村がやる地籍調査になると非常に時間がかかるから，個人だったら即できているのかな

と。ところが，やってないものだから，それによってトラブルが起きる可能性がある。２
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年も３年も，下手したら３年かかるのと違うのかな。２年以上かかるのが普通常識なのか

なと思ったりするんですよね。すごく時間がかかる。何でかなというぐらいかかる。この

あたりは，できるだけ早くやってもらう努力をしてもらわなかったら，何かその後で，そ

の間に何かあったら，やりとりの中で，逆にそれを利用して先回りのようなことがあった

ら困りますね。そのあたりは非常に気になります。そこらあたりをできるだけ早くやって

もらうようによろしくお願いいたします。

最後になりますけども，この11月30日に水道管耐震化率が25.6パーセント，要するに重

要施設ですね，病院や避難所，災害時の重要給水地施設に配水する徳島県内の水道管のう

ち，耐震性を満たしているのは2014年３月末時点で25.6パーセントとなっていますね。私

が今まで言ってきたのは，水道管だけではなくて，水源地とか貯水池とか，そういう特に

重要施設なんかは，管がいくら耐震化できていても水源地が漬かってしまったらいけない

し，それから貯水池が地震によって壊れてもいけないし，その間の水源地から貯水池まで

の管が壊れてしまったら，全く機能しないし，そして各病院に送る管がどうかと，そう思

うんですよね。その前に，例えば３病院プラス１，４病院ですね。これは，新しい海部病

院は水槽を造るということになっています。その水槽が，災害時にどのくらい持つのか。

そのときに，ほかから給水していくわけですかね。給水車か何かによって。それで，水源

地から貯水池に行って，貯水池から病院のほうに直接管を通すのか，本館の中でやるのか

知りませんけど，このあたりはどういう計画をしているんですかね。

近藤病院局経営企画課施設整備推進室長

ただいま海部病院の貯水施設についての御質問でございますけれども，海部病院につき

ましては，１週間は持つような貯水施設を整備してございます。

西沢委員

全体的にはどう調べるのか。何をもって計画するのか。

だから，先ほど言いましたように，どういうルートで，又は貯水槽なら１週間しか持た

ないと。そういう被災者，けがした人なんかがその１週間で終わればいいですけど，そん

な状態じゃないですよね。災害が大きければ。だから，ずっと災害後も機能しなければい

けない。水が必要なだけなければいけないというのが病院だと思うんですね。それが，水

がなかったら大変なことになりますよね。だから，そのためには，貯水槽の１週間だけで

いいのか。じゃあ，それが切れたときはどうするのかということもずっと計画しておかな

ければいけないですね。

まず，海部病院だけでいったらどういう計画なんですか。なかなか難しいと思うんです

よ。要するに，牟岐町自身の水道の関係がどうなっているのかとか，そんなことも影響し

ますので，県自身が独自で計画立てて売るわけにはいかないと思いますけども，ただ，そ

れが機能するようなことを全体計画の中にちゃんとやってほしいですね。貯水槽が切れた

ときには，給水タンクから水をどこから運んでくるのか。これは優先的に運ばなければい

けませんね。でも，飲み水だったらそんなに簡単に病院だけというわけにはいかないじゃ

ないですか。やはり，一番いいのは，水源地がやられないこと。その水源地から貯水池に

ちゃんと送れること。そこからいろんな所へ，まず各災害拠点の所に，病院とか災害拠点
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の所にちゃんと送れること。その次に，一般のほうにできるだけ多く送るなど，私は順番

があると思うんですけどね。それが一つ順番が狂ったら機能しないことが始まりますね。

水道の関係が。

だから，確かに難しいですよ。川の横，津波にやられる所にほとんど水源地ありますよ

ね。水源地は水がなかったらいけないのだから，水が流れている所から取りますからね。

川の中又は川の横から取るのが多いですけども，だから，やられる所が多いので，その水

源地をどうするのか。水に強いと，津波に強いと，地震に強いという体制を，例えば安全

な所に移転できるものなら移転して，できないのだったら，そこでどうにかしなければい

けないですね。そうしないと，南海トラフでやられたときに，ほとんどの水源地がだめに

なり，いつ直るのかなと。簡単に直りませんよ，多分。ポンプを仮にどうにかしたところ

で，配電盤か，あんなものが漬かったら，替えるといったって，全国のかなりの面積がや

られていて，それを復旧しろと言ったって，じゃあ１年でできる，２年でできる，５年で

できるという話をしなければいけないですね。

だから，そのあたりをできるだけやられないような仕組みづくりを考えて，県，市町村

だけでは，そういう水道事業だけではだめなので，国のほうにそういう対策をちゃんとし

てもらうように。それでお金も出してもらって，早急にその水源地対策，貯水池対策，そ

れからこの耐震化対策，管の耐震化ですね，そういうのも含めてトータルでちゃんと国の

ほうにやってもらわなかったら，今，水を配給している住民の方々からお金をもらってい

る，それだけの事業では無理だと思うので，そこらあたりを詰めて，国のほうに提言して

ほしいんですけどね。いかがですか。

西條安全衛生課長

今，西沢委員のほうから災害時の水の確保についての御質問を頂戴しているところでご

ざいます。

まず初めに，応急給水についてでございますけれども，こちらにつきましては，災害時

におけます応急給水の水道施設の応急復旧の円滑化ということを目的にいたしまして，平

成18年３月でございますけれども，協同組合徳島県設備協会との間で災害時における応急

給水及び水道施設への応急復旧の支援に関する協定といったことを締結してございます。

また，この協定に基づきまして，現在，被災市町村から応援の要請を受けたときには，被

災市町村の支援に当たるために，県からこの協会に対しまして要請を行うことにしており

ます。また，県内の上水道の事業体でございます19市町村が会員となってございます日本

水道協会徳島県支部でございますけども，こちらのほうに要請いたしまして，上水道，水

道の水の確保をいたしまして，応急給水を行う体制をとっているところでございます。先

ほど委員の御指摘ございましたように，特に病院等，支援が急がれる所については，先ほ

ど言ったような体制を通じまして，できるだけ応急給水に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

国に対しましては，今年も政策提言の中で行ったところでございますけれども，こうい

った南海トラフに関しまして，震災災害を受けるような所につきましては，しっかりと先

ほど委員の御指摘ございましたような耐震化に向けての支援ができるように，支援体制も

充実していただけるように要請をしてまいりたいと考えているところでございます。
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島尾病院局経営企画課長

先ほど海部病院の水源といいますか，災害時の水の確保につきまして御質問いただいた

ところでございます。

海部病院におきましては，７日間の病院で水を確保する水源でありますとか施設を備え

ることといたしております。本来，町の水道等から供給される水の確保につきましては，

水道事業者でございます牟岐町と十分協議をしてまいりたいと考えております。

西沢委員

例えば，各病院なんかであったら，井戸から水が出ていて，それをちゃんと使えるもの

かという確認をして，また浄化して使えるものだったら，その量も確保できたらですよ，

それならずっと使えますからね。でもそんなにうまくいきませんよね，場所によったらね。

井戸水が出ない所も場所的にある。そうなりますと，やはり水道水頼りと。被災していな

い所から水をどんどん供給していただくと。じゃあ，ずっとするんですかね。水道はなか

なか復旧しないとなると，ずっと供給してもらわないとしようがないですね。だから，原

点に立ち返って，水源地とか，貯水池とか，その間の耐震，本当に必要最小限の所がやら

れない方法論をとると。もし，それがうまくいけば，各家庭の復旧の水洗いなんかは非常

に楽になるんですね。どこかから給水車がきていたのでは水の取り合いになって，それか

ら水洗いするといったって，少ししか水洗いできない。となると病気のまん延になります

し，余分にまたいろんな別の対策を練らないといけないということになってくるので，や

はり水がちゃんと出る，出ないというのは，すごく影響するわけですね。どこかから水を

持ってくる程度では済まない非常事態が長期間，何年どころではないぐらい続く可能性が

ありますから，そんなことがないように，まずできる所は引っ越したり，耐震化をするの

でも，津波にやられる所だったらどう処理するのかということも含めてちゃんとしなかっ

たら，いつ復旧するか分からないような状態の中で，計画的にずっとやるというのは無理

がありますよ。だから，そこらあたりは国のほうにもお願いして，まずこういう必要最小

限なところはどうするんだということで提言していって，早急にやってもらいたいなと思

いますから，部長。

黒石危機管理部長

今委員からありましたように，災害時の水の確保というのは重要な課題でございます。

やはり水源地，そして上水の施設，そして送水管で貯水池，水タンクですね，それに送っ

て，そこから管路で重要給水施設に配ります。今の災害時，特に重要給水施設への管路が

非常に重要であると思います。

実際，やはり市町村の特別会計の状況を見ておりましても，やはり財政的に非常に厳し

い状況になっています。そういった状況もございまして，やはり，この管にしても，１キ

ロメートルでやるというふうに，対策するのに１億円以上，水源地にしても数億円単位，

負担金もそうです。それ以上の費用がかかります。

そういった状況を見てみますと，やはり国のそういった助成制度というのは非常に重要

でございまして，県としましても，本当は全域をやっていただきたいんですけども，やは
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り急ぐ南海トラフ地震の津波対策の特別強化地域については，やはり早急に，今の地方負

担だけでやってください，これを撤廃していただきたいということで提言を行っていると

ころでございます。更に国に対して強く申し入れたいと思います。よろしくお願いします。

須見委員長

午食のため委員会を休憩いたします。（11時55分）

須見委員長

それでは，再開いたします。（13時03分）

長池委員

先週，豪雨災害までいくのかどうか分かりませんが，突然木曜日の夜，深夜にかけて非

常に大雨ということで，その被害状況とか私余り確認はしてないんですが，小松島のほう

でもあれだけ短期間に風と雨が降りますと，浸水とか冠水する所が多少出たようでありま

す。県下各地で出たんじゃないかなと思いますが，軒先とかいろいろ冠水された方も，改

めて土のうがあったらいいなとか思ったりはしたんですが，今日はこの議論はもうやめて

おきます。是非推奨していただけたらなと思いますというのは，前回の続きです。

今日は，土のうでは防ぎようがない津波のことについて，ちょっとお話といいますか，

確認したいことがありますので，よろしくお願いしたいと思います。今小松島で，命山と

言いますか，いわゆる高台，土を盛っていますが，ああいう避難場所であったり，津波避

難タワー，また避難ビルというんですかね，そういうのを指定して，とりあえずは津波か

ら逃げる場所を確保しているとは思うんですが，そもそもこの地域は足りているとか，こ

の地域はちょっと足りてないとか，避難場所ですね，そういう設置というか，基準という

のがあるのかどうかというのをまず疑問に思ったんです。このぐらいの人口にはこのぐら

い要るとか，このぐらいの高さの津波が来る所にはこういうものが要る，そういう国の方

針とか県の方針はあるのかないのか。また，大体そういうのを設置するのは市町村の役割

だったように思いますので，市町村がどういう基準でやっているのかなというのを疑問に

思ったんですが，それに併せて，徳島県内のそういった津波に対する避難場所の確保とい

うんですかね，そういう状況，今どんな状態なのかというのもお教えいただけたらと思っ

ております。

坂東とくしまゼロ作戦課長

まず，津波からの避難に関する基準とか計画の有無，それから県内の津波からの避難に

関する避難場所等の確保状況という御質問でございます。

まず，津波避難の場所，避難場所，避難所等の設置基準というものについて御説明申し

上げます。基本的に津波に関しましては，即時避難ということが基本になっておりますが，

津波から安全かつ迅速に避難していただくために，沿岸部の10市町，北島，藍住も含めま

して10市町，県がお示しをしております津波浸水想定，こちらで浸水区域がある10市町に

つきまして，平成25年度末までに全ての市町で津波避難計画というものを策定していただ

いております。
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この津波避難計画の中では，津波避難対策の検討というのを行っておりまして，まず浸

水区域の中にお住いの方々，この方々が津波避難ビルなどを使わずに域外に移動ができる

かどうか，これがまず第一段階としてございます。その上で，移動ができない場合，この

移動の距離につきましては津波の到達時間，これが地域ごとに異なりますので，それぞれ

市町ごとに基準が異なっておりますが，この移動が必要な場合に，津波避難の経路，この

設定を行って，到達時間までにその域外に避難することができない地域につきまして，避

難困難地域として抽出をしております。この津波避難困難地域，この中で，さらに津波避

難ビルなど，避難が可能な一時的な避難をする場所が確保できる地区，こちらについては，

一時避難可能地域としまして，それもないような場合，その場合に特定避難困難地域とし

て抽出をしております。この特定避難困難地域の解消というものが津波避難の確保，津波

避難が可能となるということになるんですけれども，これにつきましては，各市町におき

まして津波避難ビル，これの選定であったり指定であったり，それから新たな避難経路，

避難場所の確保，そして避難場所につきましては，例えば津波避難タワーでありますとか，

小松島で今進めております盛り土の高台，いわゆる命山ですけれども，こういったもの，

それから高速道路ののり面の使用，こういったいろんな方法によりまして，施策を検討し

ていただいております。

現在，この特定避難困難地域，この解消に向けた取組につきましては，それぞれこの津

波避難計画の中で進めていただいているんですけれども，地形，それから人口密度の違い，

それに財政状況などの事情がありまして，必ずしも均一には進んでいない状況でございま

す。この中でも，例えば避難ビルになるような高い建物が比較的多い都市部におきまして

は，これらを積極的に活用いただきまして，避難困難地域の解消のめどが立っている所が

多くなっております。また，県南におきましては，南部の山地が直接迫っている，余り平

野がなくて，直接山が迫っているといったことから，地形を生かした山の斜面，急傾斜地

の斜面などに避難路を整備するでありますとか，建設残土を使った命山，それから避難タ

ワーの整備などを行うことで避難場所の確保を進めていただいております。

今後につきましても，例えば南進する高速道路ののり面を活用した避難場所の整備など

も行っていただくことで，この特定避難困難区域の解消に取り組むと伺っております。

長池委員

特定避難困難地域という，多分住民の人が聞いたら，かなり不安に思うような地域なん

だろうなと思います。ここはそうですよとは公に公表しているのかどうか分かりませんが，

例えば小松島でいいますと，既に市民全員に防災マップみたいなのが計画に基づいて配布

されております。津波の想定の高さとか，そういったものも含めて，私が住んでおります

市の北部は，結構それなりに建物がありまして，避難ビルというのが指定されているよう

でして，その避難ビルというのにマークが付いているんですね。割と密集していますので，

選んでも行けるぐらい，家にいなくても，近所であったらあそこに逃げようという感じで

日赤病院があるなど，非常に有り難い状況なんですが，市の南のほうに行くと，そのマー

クが１個か２個ぐらいしかないんですね。多分，特別避難困難地域でないのかなと思いま

すが，今までもずっと繰り返されてきた議論だと思うんですが，基本は市がしっかりと計

画を立てて，それを県がサポートするとなるんでしょうが，もう一歩踏み込んで，しっか
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り県が，その特定避難困難地域の解消に向けて，もっと積極的に働き掛けることができな

いのかなというのが私の率直な意見でございまして，何かそういった今後の方向みたいな

ものがありましたら答弁いただきたいと思います。

坂東とくしまゼロ作戦課長

特定避難困難地域の解消に向けた県の考えということの御質問でございます。

まず，小松島市の状況について御説明を申し上げますと，比較的特定避難困難者が多い

地域としまして，和田島地区でありますとか金磯地区，こういった所が挙げられますが，

まず和田島地区につきましては，市立の小学校の耐震化と同時に，屋上を津波避難施設に

整備をいたしまして，屋外階段を設置いたしました。こうした形で屋外階段の設置により

まして，まず避難施設の確保を行っているところです。また，小松島のニュータウン地区，

こちらでは盛り土式の津波避難施設の準備を行っていると聞いております。また，金磯地

区につきましては，津波避難を迅速に行えるように，幹線の金磯月輪線，これの拡幅，そ

れから 狭 隘部の踏切の拡幅に取り組んでいまして，その路線の中間点に新築の葬祭場の
きようあい

工事が予定されていると伺っております。この屋上部分に津波避難施設の整備を行うとい

う形で伺っています。その他の地域につきましても，南中学校の建設でありますとか，市

立学校や市の施設等の耐震化と同時に，津波避難施設としての指定を行った所があると伺

っております。

県が，これからこの特定避難困難地域の解消に向けての関わり方としましては，既に平

成23年度からとくしまゼロ作戦緊急対策事業，こちらのほうに我々取り組んでいるんです

けれども，事業開始から約５年が経過をしていまして，津波避難計画の策定の進捗状況，

まずこの確認を私どものほうでも市町の方々と一緒に関わっていきたいと考えておりま

す。その際に，やはり財源的なところが必要になってまいりますので，それにつきまして

は，引き続きゼロ作戦緊急対策事業，そちらのほうで関わっていきたいと考えております。

また，財源につきましては，そういう特定避難困難地域につきましては，例えばタワーを

設置するということになりますと，やはりかなりの資金が必要になってまいります。その

ために，９県知事会とか，それから我々徳島県としましても政策提言，こちらの中で特別

措置法に基づいて強化地域における補助率のかさ上げが行われているんですけれども，そ

れに加えまして，緊急防災減災事業債，こうしたもの，これは28年度末で一旦切れるとな

っているんですけれども，これの延長でありますとか恒久化といった提言を行っておりま

す。

特別強化地域におきましては，県内で８市町指定されておりますけれども，津波避難緊

急対策事業計画というものをそれぞれ市町で定めていただきますと，かさ上げが得られる

ということで，小松島もこの計画については策定いただいておりまして，今後御活用いた

だけるものと考えております。今後につきましても，この避難困難地域，なかなか全てを

すぐに解消するというわけにはいきませんが，計画的に市町とともに我々のほうでも関与

を行いまして，最終的には解消に努めてまいりたいと考えております。

長池委員

避難するのはそれぞれの住民の方ですから，多分いわゆる自助ですね。一緒に逃げると
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いう共助もあると思いますが，そういう自助，共助をいかにサポートするというか，そう

いう気持ちを持続してもらうと。自助というのは風化していっていますので，東北の東日

本の大震災が起こってからがピークだとしたら，少しずつ下がってきているんですね。で

すから，我々の公助がその下げ幅をサポートしていくという意味でも，近くに避難場所が

できたというだけでまた少し上がりますし，そういうふうなことで，国，県，市，いろい

ろあると思いますが，全て市民から見れば公助ですので，そこがしっかりと下支えをして，

本当にゼロを目指さなければいけないと思うんです。先ほどもＮＨＫのテレビを見ていた

ら，坂東課長がすばらしいシステムの説明をしていまして，これこそ公助だという気はし

ました。あれは公助でいいんですよ。あれは本当に公助の技術が上がっているんだなとい

うので感心しました。公助というのは結構上がっていくものなんですが，自助というのは

下がっていくもので，そこの点を踏まえて，しっかりと取り組んでいただけたらなと思っ

ております。

もう一つ，自助についてですが，先日，私宛てにこういう封筒が届きまして，難病長期

療養疾患病者患者のとくしま災害支援手帳というのがあるんです。現物はこれです。こう

いうのが届きまして，中身を見ると，いわゆる災害時に対して，難病指定，特定疾患とも

言うんですが，そういう人の基本データをここに入れて，持ち出し袋の中に入れておいて

くださいよという形のものです。特に，そういう方は病名は言えてもうまく症状が言えな

かったり，プロというか，そういう医療関係者がこれさえ見れば分かるということで，非

常にいいものが届いたなと思っております。私も特定疾患者ですから，こういうのがきた

んだなと思うんです。これぐらいの認識なんですが，せっかくいいものですから，ちょっ

とＰＲしようと思って取り上げたんですが，この活用方法というのをもう一回確認したい

んですが，よろしくお願いします。

藤井健康増進課感染症・疾病対策室長

ただいま長池委員のほうから，とくしま災害支援手帳に関する活用方法についての御質

問を頂きました。

このとくしま災害支援手帳につきましては，委員のお話にもありましたとおり，発症の

原因が不明で治療方法も確立されておらず，長期の療養が必要とされる難病患者の方々に

おきましては，大規模災害が発生した場合の避難の際に，特別な配慮が必要となる災害時

要援護者となることを踏まえまして，避難の際や避難所での生活におきまして，患者本人

の病状ですとか，かかりつけ医の情報，あるいは内服薬等の情報をその手帳に記載してお

くことで，避難所で支援をする者に対しまして，必要な情報を迅速かつ的確に伝えること

ですとか，また避難の際に必要となる生活用品等を災害時持ち出しリストとしてお示しす

ることで，日頃から患者本人に対しても先ほど長池委員がおっしゃられたような自助の意

識を啓発することを目的といたしまして作成したものでございます。作成に当たりまして

は，本年度の災害医療推進基金を活用いたしまして，患者団体でありますとくしま難病支

援ネットワークに作成を委託することで，患者の立場から見た伝えたい情報として，例え

ば日常生活上の自立度ですとか，普段受けている医療処置，あるいはアレルギーの情報な

ど盛り込むなどいたしまして，工夫を凝らしているところでございます。このとくしま災

害支援手帳につきましては，先ほど委員のお話にもありました特定疾病医療費助成制度の
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受給者全員に対して郵送で配布させていただきまして，こうした普及啓発に取り組んでい

るところでございます。

長池委員

ビニールカバーも今袋を見たら入っていまして，よくできているなと思いまして，せっ

かくよくできているので，特定疾患という方以外にも，欲しい人はもらえないのですか。

藤井健康増進課感染症・疾病対策室長

今，長池委員のほうから特定疾病医療受給者以外にもというお話でございましたが，現

在自宅に郵送していますのは，特定疾病医療受給者のみでございますけれども，やはり受

給者以外にも災害時に支援が必要となる患者さんはいらっしゃると思いますので，御希望

の方には県内各保健所に置いていますので，そこにきていただければ配布できるようにし

たいと考えております。

長池委員

これも多分，自助だと思うんです。こういうことを手にして，記入しながら備えなけれ

ばいけないものを考えたりするという，そういう自助を底上げするというか，下支えする

という意味で，非常にいいツールだと思いますので，私の周りでも宣伝しておきます。

一点，ちょっと気になったのが，30ページにあるんですが，持ち出しリストというのが

あるんです。小さいこのぐらいの持ち出しリストなんですが，その中に，治療に必要な器

具や毎日飲まなければならない薬は７日分は準備しておきましょうとあります。確かに，

器具が必要な方いらっしゃいますし，毎日飲まなくては体調がおかしくなってしまう，私

なんかそうなんです。１日３食の食後に必ず飲まなくてはいけない薬がありまして，２年

ぐらい前に同じような議論を防災委員会で私がしたことがあるんです。というのは，その

薬の個人の備蓄という観点からであります。その時も，非常に微妙な曖昧な議論にはなり

ました。というのは，やはり薬というのは，治療のための薬ですので，処方としては必要

な日数に必要な分量だけしか処方しませんので，それを備蓄用としては処方してもらえな

いと，今でもそうだと思うんですが，ただ，私も実は３日分ぐらいはタッパに入れて備蓄

というか，いざという時のために置いてあるんです。ここには，赤い文字で７日分は準備

しておきましょうとあるので，方針が変わったのかと思ったんですが，そのあたりの見解

といいますか，ちょっと教わりたいと思うんですけれども。

藤井健康増進課感染症・疾病対策室長

ただいま，手帳の中にある常備薬が７日ほど準備しておいてほしいという記載のところ

で，その薬品の備蓄との関係での御質問でございました。

大規模災害の場合に，県としても医薬品の備蓄には努めているところでございますが，

必ずしもそういった発災時に必要な薬が患者の下にすぐ届けられるとは限らないことか

ら，先ほど申しましたような自助を進めていただく観点から，患者団体の意見もお聞きし

ながら，７日間程度の常備薬を目安として準備しておいてほしいという趣旨で記載させて

いただいております。なお，備蓄としての処方というふうなことになりますと非常に難し
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い部分ございますが，医師と相談の上，１か月を超える長期処方というものも可能となっ

ておりますので，薬が切れる前に早めに次の処方をしていただくなどいたしまして，患者

自らも災害時の常備薬の準備に努めていただくように，この手帳の配布によりまして啓発

を行ってまいりたいと，そのように考えております。

長池委員

個人個人に処方されている薬ですね，これは東北でもそういういろいろな事例を聞きま

したら，やっぱり流されてしまって，その薬が欲しいんだけれども，避難所に薬は届くん

だけれども，どの薬を処方していいか，医療関係者も困ったと。最低限何日か，３日分若

しくはここにある７日分ぐらいの自分が必要とする薬は，自分で身を守るという意味では，

ここに記載されているとおりだと思います。私も，２年前の防災委員会の議事録を見ます

と，最近聞かないようになったんですが，２年前はローリングストックという言葉を県は

広めていきたいという話がありました。要は，食品をいつも３日分買うのを４日分買うこ

とで，それを回しながら家庭の備蓄力を高めるという意味において，多分薬も同じような

考えだと思うんですね。これは備蓄だからといって余分に処方はできませんので，それを

うまく個人個人がしっかりと備えると，万が一に備えるということだと思いますので，そ

のあたり，そこの部分を誤解がないように，しっかり説明していかなければならないと思

いますが，基本的には，この薬，自分で自分の身を守る，それこそ自助を喚起するという

意味で，非常にいいことだと思いますので，是非そのあたりも含めて推奨をしていきたい

と私も思っておりますので，よろしくお願いしたいと思います。

元木委員

私からは，昨年度の12月の上旬に大雪で倒木流木の被害がありまして，それから１年を

経過したということで，改めまして，総括的な今後の取組についてお伺いできたらと思い

ます。

おかげをもちまして，大雪による集落の孤立化対策というような角度で県中心にいろい

ろ取り組んでいただきまして，かなり県民の方々の意識も高まって，今後の取組につなが

ったんじゃないかなと心から御礼申し上げる次第でございます。ただ，今におきましても，

地元の河川の周辺ですとか，道路を走っておりますと，やはり倒木の爪痕が残っています。

電信柱も折れたままで，電線が応急処置のまま残っているという状況ですとか，あるいは

河川の中にもまだ撤去ができてない木がありまして，この対策もしていただきたいと感じ

ているところでございます。こういうような中，今後の流木，倒木の撤去について，どの

ように取り組んでいくのかということについてお伺いをしたいわけでございますけれど

も，倒木が河川内に流木として流れ込まないように，流木を捕捉する設備，施設というの

も全国的にはいろいろな研究がなされているように伺っていますけれども，県内において，

こういった設備，どのような整備の状況であるのか，またあるいはどこに，いつからそう

いった設備を整備される予定であるのかについてお伺いできたらと思います。

大和砂防防災課長

ただいま河川内に流木として流れ込まないように，流木を捕捉するような施設の整備と
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いうことで御質問を頂いています。

砂防事業におきましては，砂防えん堤の整備によりまして土石流対策と併せまして流木

対策を実施しているところでございます。砂防えん堤は，えん堤そのものにも流木捕捉効

果があるものとされておりますが，平成以降には本堤水通し部に鋼製などのスリットを設

けた透過構造とすることで，流木捕捉機能を高めました透過型砂防えん堤の整備を進めて

きております。現在，徳島県内で62基が整備されております。近年，土石流危険渓流にお

きまして，全国的に流木被害が発生しており，流木対策の重要性が増していることから，

本県では新たに計画いたします砂防えん堤につきまして，原則といたしまして本堤または

副堤にスリットを設けるなど，流木捕捉効果の強化を図っているところでございます。ま

た，国におきましても流木対策の強化に向け，流木対策設計技術指針の改定が予定されて

いるところでございます。今後とも，改定予定の指針も参考にいたしまして，流木対策の

強化に努めてまいりたいと考えております。

元木委員

倒木を防ぐための効果の高い設備を導入していただいているということで心強く感じて

いる次第でございます。是非この度の倒木の被害というのを教訓にして，これまで以上に

流木，倒木という観点からの設備の充実，更新等を積極的に進めていただきたいと思って

いる次第でございます。

それに加えまして，無論，倒木等が起こらないための対策というのももちろん重要でご

ざいます。森林管理重点地域を設けて，公有林化をしておられる地域もございますので，

そういった地域については是非積極的にそういった抑止の観点も含めて樹木の伐採ですと

か，あるいは杉の木が折れやすいということであれば，樹種，ヒノキの植え替えですとか，

そういった未然抑止の観点からも併せて取り組んでいただいて，住民の方が少しでも安心

・安全，孤立化されても安心できると，できれば孤立化されないような対策を進めていた

だけたらと思っている次第でございます。

あと，関連にもなるわけでございますけれども，河川の維持管理についても併せてお伺

いしたいと思います。一応地元におきましても，河川内の樹木がかなり手つかずの状態で

残っておりまして，何とかしていただきたいというような御要望もございます。最近は水

の量もそれほど県管理の河川でも大きな流れは少ないとは聞いていますけれども，もしゲ

リラ豪雨ですとか，そういった集中的な豪雨によりまして，急に大水がきたときに，樹木

が流れ出してしまって，災害につながっていくんじゃないかと，こういった心配もされて

おられる方もいらっしゃるわけでございます。こういった中，河川内における立木の対策

についてはどのように進めていかれるのかお伺いをします。

北川河川整備課長

河川内における立木についてどのように対策を進めているのかという御質問でございま

す。

県管理河川におきましては，定期的な河川巡視ということで，支障木の状況をまずは第

一に確認する。そして，管理上支障のある立木等の除去を維持管理の一環として実施して

いるところでございます。それに加えまして，私どもとしては県民との協働による河川の
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維持管理ができるように，県民の皆様に伐採と持ち帰りをお願いする公募型伐採を昨年度，

県管理河川では初めての取組として，阿波市大久保谷川で試行させていただいたところで

ございます。今年度も引き続き大久保谷川において実施することといたしておりまして，

11月11日から25日まで募集をしたところでございますが，５区画の募集に対しまして，現

在18名の公募がございまして，27日に抽選をしたところ，５名の方に伐採をしていただく

ことということで進めております。

今後とも，災害を未然に防止する災害予防の観点に立ちまして，適切な河川の維持管理

に努めることはもとより，民間の活力を導入するといった取組を積極的に推進し，流域に

お住いの皆様が安全・安心を実感していただけるよう，しっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

元木委員

公募型伐採で大久保谷川を中心に取り組んでいただいているということでございます。

是非この官民協働型の新しい取組を県全域に普及をさせていただいて，なるべくコストの

かからない手段でこういった身近な樹木の，あるいは草刈りも含めて対策を進めていただ

いて，住民の方が安心できる仕組みづくりもお願いをできたらと思っている次第でござい

ます。ちなみに，この公募型伐採で持ち帰った方というのは，何に使われているんでしょ

うか。

北川河川整備課長

募集の時に，皆様にお聞きした状況でございますが，まきという形で使うということま

ではお聞きしているところでございます。

元木委員

昔は，お風呂を沸かすのにまきを使う家が私の地元でも多くて，周辺に生えているそう

いった雑木等を使ってまきとしてお持ち帰りいただいて，それを利用されている方も多い

ように伺っているわけでございますけれども，近年は皆様方御案内のとおり，オール電化

の推進ですとか，そういった事情によりまして，まきを使う家が本当に減ってきたなと，

それに伴う環境の変化というのも著しいのかなということも感じているところでございま

す。こういう中で，この公募型伐採というのが増えるほど，こういったまきストーブのよ

うな，まきを活用した製品のニーズというのも高まってくるんじゃないかなと感じている

ところでございます。今，まきストーブというのはかなり値が張るということも聞いてお

りまして，これをもう少し安く手に入るような形にすれば，もっとまきの利用が有効に進

むんじゃないかなという御意見も伺っているわけでございますけれども，このまきストー

ブの普及ということについて，県としてどういった取組を行っておられるのか，お伺いを

したいと思います。

相原森林整備課長

今，河川内の支障木のその後の利用ということで，まきストーブの活用と普及というお

話でございましたが，まきストーブということではないんですが，木質バイオマスの利活
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用ということで，県のほうも推進をしているところでございます。今現在は林業関係の中

で，木材の加工施設や公営の温泉などのボイラーに活用しているというような状況でござ

いまして，現在40基のボイラーが整備されております。そのほか，木材の加工工場やスポ

ーツ施設，温水プールなどの熱源にするような活用もされているというところでございま

して，まきストーブについては，個人の方の活用ということになろうかと思いますけれど

も，そういった個人に対しての支援というのはしておりませんが，こういった木質バイオ

マスの利活用については，非常に今後も大切なこと，地球温暖化防止の対策にもなるとい

うようなところでございますので，活用に向けて，県としても考えてまいりたいと思って

おります。

元木委員

御答弁いただきましたとおり，地球温暖化対策ということも世界的なニーズで皆様方関

心を持つ方もおられることと思います。是非この河川の整備と樹木の有効活用，あるいは

砂利等が堆積していますので，こういったものを今進めていただいている吉野川の堤防整

備ですとか，そういったことにも有効活用いただいて，一石二鳥，三鳥の取組が進むよう

に皆様方のお力添えをよろしくお願い申し上げる次第でございます。

それで，最後に今回せっかくこの防災の活動計画を頂いていますので，これにつきまし

て，特に石油の安定供給に向けた施策について少しお伺いできたらと思う次第でございま

す。先般，東京におきましても，南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進に係る大会

というのがございまして，私も参加して全国各地から国，県，市町村問わず，関係者の方

々がお集まりになっていただいて，この地震対策の今の切迫した課題あるいは緊急性とい

うことを実感したところでございます。この時に，石油の安定供給の取組を御講演いただ

きまして，少し何点か私自身もうちの県はどうなのかなということで気にかかった点をお

伺いできたらと思います。御案内のとおり，石油製品の備蓄ということが一つの課題とな

っていまして，この防災活動計画の中にもこのランニングストックと情報共有等の記載が

あるわけでございまして，そして何を取り組むべきかということもあろうかと思いますけ

れども，一般論でいえば，石油の備蓄を今の状況より増やしていくことが大事であるとい

うようなお話だったわけでございますが，県の石油製品の備蓄の状況ですとか，今後この

今の量をどう増やしていくのか，あるいは現状維持，減らしていくのか，経済状況もあろ

うかと思いますけれども，こういった点についての御認識をお伺いできたらと思います。

坂東とくしまゼロ作戦課長

石油の県内の備蓄状況と安定供給，災害時の安定供給ということについての御質問でご

ざいます。

事前委員会で御報告をさせていただきました徳島県広域防災活動計画，こちらの中で，

拠点施設等につきましては，県の方針というものをお示ししているところなんですけれど

も，現在，この備蓄につきましては，基本がランニングストックという形になっておりま

す。ランニングストックの中でも，中核ＳＳ，それから小口燃料配送拠点というのを県内

でそれぞれ定めておりますが，県のほうで特に中核ＳＳについては，軽油，それからガソ

リン，これを2.5キロリットル以上保持していただくということをお願いしておりまして，
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そのための保管の経費というものを我々のほうで支援をしているところでございます。

ランニングストックにつきましては，小口の燃料配送拠点，こちらのほうでお願いをし

ているところなんですけれども，基本的にはそれをなかなか増やすというのは保管場所の

問題でありますとか，それから経済的なコストの問題がございますので，現状難しいので

はないかと考えております。その代わり，この計画の中にも少し触れておりますが，情報

共有，その時にどこにどれだけの量が入ってくるのか，それから国のほうでは４日目以降，

プッシュ型で様々な支援を行うということになっております。その中にも燃料供給という

のが含まれておりますが，そうしたものがどこに入ってくるのか，この点について情報共

有をしていまして，例えば石油連盟との間で協定を締結している中では，病院とか官公庁

等重要な防災拠点になるような場所につきましては，例えばそこにタンクローリーが入っ

ていけるか，その道路の幅員でありますとか，それから供給口の形状，こうしたものにつ

いての情報共有をしていまして，東日本の時にはそういう情報がなかったために，せっか

くローリーが入っていったのに供給ができなかったという反省がございまして，それを踏

まえて情報共有を行っているところでございます。

情報共有につきましても，県の石油商組合等と災害時の情報共有システムというものの

中に御参加いただいて，元売り各社から供給があった場合に，その情報を事前に頂いて，

活動に役立てていきたいと考えております。

元木委員

是非，県としても主体的に石油の備蓄アップにつなげていくような施策を進めていただ

きたいと思っているところでございます。そしてまた，この備蓄と合わせて，石油製品の

物流確保に向けた訓練等を含めた取組というのも重要なわけでございます。この中でも県

警察ですとか道路管理者との連携や，あるいは道路整備を含めてやっていきたいというこ

とは取り組んでいただいていると感じているわけでございますけれども，こういった物流

全般について，四国あるいは関西圏を見据えた形で大型の地震がきたときの物流確保に向

けた県としての取組の現状と今後の課題等について，お伺いできたらと思います。

坂東とくしまゼロ作戦課長

物流の確保ということについてでございます。

例えばコンビニでありますとか大手スーパー，それから徳島県の場合，物流事業者とし

ては，徳島県トラック協会，こういったところと協定を締結していまして，その中で，各

社さんの情報を頂きながら，物流の確保に努めているところでございます。その際に，私

どものほうでは道路の通行状況，こうしたものにつきましても，どこが通れてどこが通れ

ない，それから避難所がどこに開設をされている，それから活動拠点はどこに設置をして

いる，特に沿岸部になりますと，津波の浸水がありますので，通常の拠点が使えないとい

うことも想定されます。そうした情報をこうした物流業者でありますとか，それぞれの協

定事業者さんのほうに情報提供を行いまして，効率的な活動に努めてまいることとしてお

ります。

元木委員
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是非物流という観点も積極的に見据えた取組を進めていただきたいと思います。

この資料を少し見ていまして，輸送上の機能に問題がない場合の記載等があり，輸送上

の機能強化というのも必要なわけでございますけれども，その輸送上に問題が起こった場

合にどうするのかということとか，例えば港湾がやられてしまって，港から一時入ってこ

ないような状況が起こった際ですとか，いろんな何パターンかのシミュレーションという

のは当然できると思うので，そういった幅広い観点でこの物流のいろんなパターンを県と

しても検討していただいて，有効かつ効率的，効果的な物流体制の構築についても前向き

に取り組んでいただけたらと思う次第でございます。

次に，県もそうなんですけども，県やマスコミ，また官公庁関係全般等で何かあったと

きに自家発電用の燃料というものも常に備えておかなければならないんじゃないかという

ような御指摘もあるわけでございます。県をはじめとしたいろんな重要な施設に，こうい

った自家発電用の燃料というのは大体どの程度の期間持つような想定でストックされてお

られるのか，先生の教えによりますと，最低３日間を目標に，できれば一週間程度持つよ

うな形でしていただけたらということで，そのあたりはいかがでしょうか。

坂東とくしまゼロ作戦課長

自家発の連続運用できる燃料備蓄についての御質問でございます。

これ，それぞれ考え方があろうかと思いますが，徳島県の場合，特に通信に関して申し

上げますと，基本的に72時間の連続運用をできるだけの燃料備蓄というものをそれぞれの

通信拠点，例えば無線でありますと局舎というのが山の中にあるんですけども，そうした

山の中も含めて，72時間の連続運用が可能な状況になっております。その他の重要施設に

つきましても，一般的にはやはり72時間というものを一つの機能維持，基準として考えて

おりまして，それを超えるものにつきましては，この広域防災活動計画，それから国の計

画等の中の物資の支援，こういうものの中で，そういう拠点に対して重点的，優先的に供

給を行うという方針で対応していきたいと考えております。

元木委員

是非，こういった観点もしっかりとお含みおきを頂きまして，この広域防災活動計画，

本当に実になるものにしていただきたいということで，しっかり盛り上げていただいて，

県民の安全・安心につなげていただきたいと思う次第でございます。

最後に，小松島の委員がいらっしゃいますので，このＥＭＧマーケティング，小松島油

槽所というのが国の応急活動計画において油槽所として定められているわけでございます

けれども，この油槽所の今の現状，アクセス道路の整備ですとか，今後この油槽所の機能

強化に向けてどういった取組が行われていくのかということについても併せてお聞きした

いと思います。

坂東とくしまゼロ作戦課長

現在，国の応急活動計画において定められております油槽所としましては，委員御指摘

のＥＭＧマーケティング小松島油槽所，これは小松島市にございますけれども，これ１か

所に県内ではなっております。このアクセス道路等につきまして，現在，この広域活動計
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画の中で，いろいろ書いておりますけれども，基本的なスタンスとしましては，全てが浸

水区域の外にあるというわけではなくて，浸水のパターンとしては，我々が出している最

大の浸水深の場合は，浸水するエリアというものも含んでおりまして，その代わりに代替

施設等を使えるものとして書いている所もございます。

燃料供給に関しましては，県内で１か所ということになりますので，問題がなければこ

こで優先的に道路啓開を行うし，そうでない場合については，他県からのルート，例えば

坂出のほうから入ってくるでありますとか，そういうふうなルートの確保というものを優

先的に行う，その時々の判断ということになろうかと思います。

元木委員

是非この油槽所の内容についてもしっかりと見ていただいて，ここがしっかり機能して

くれればいいわけですけれども，万が一のことも考えて，その次の手段，また次の次の手

段と，いろんなパターンを組み合わせいただいて，是非効果的な石油の供給体制を構築し

ていただいて，県民の安全・安心に取り組んでいただきますように御要望いたしまして終

わります

須見委員長

以上で質疑を終わります。

次に請願の審査を行います。お手元に御配付の請願文書表を御覧ください。

請願第４号の３「ひとりひとりを大切にするゆきとどいた教育について」を審査いたし

ます。本件について，理事者の説明を求めます。

佐野教育長

①の一，「各市町村の小・中学校の校舎耐震化率100％をめざし，県として十分な財政措

置をすること」につきましては，公立小中学校施設の耐震化は，設置者である市町村が国

からの補助を受けて計画的に取り組んでおり，県下公立小中学校施設の耐震化率は，平成

20年度末の約55パーセントから大きく進捗し，平成26年度末では，約98パーセントとなり

ました。国では，これまでも耐震化に係る補助制度の拡充や地方財政措置の拡大，大規模

な補正予算等によって，市町村の要望に対応しているところであります。県といたしまし

ては，国に対して更なる補助制度の拡充や予算の確保について重点的に要望を行ってまい

りました。平成27年度につきましては，予算枠が厳しい中，耐震化に係る要望については，

全て採択されたところであります。また，国の補助率のかさ上げ対象とならない小中学校

施設に対する県独自の補助制度を平成20年度に創設しております。

①の二，「津波に対して子どもたちの安全な避難場所の確保に努めること」につきまし

ては，甚大な被害が想定されている南海トラフ巨大地震に備え，児童生徒が主体的に判断

し，行動する態度を育成する防災教育の推進や津波に対して安全な避難場所の確保は，大

変重要であると考えております。県教育委員会では，学校防災管理マニュアルにおいて，

災害発生時に児童生徒の命を守るための指針を示し，教職員研修を通して，災害対応能力

の向上を図っております。各学校においては，学校防災管理マニュアル及び徳島県津波浸

水想定に基づき，学校防災計画を策定し，避難訓練等の充実を図るとともに児童生徒の安
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全な避難場所の確保に努めております。

須見委員長

理事者の説明は，ただいまのとおりであります。本件はいかがいたしましょうか。

（「継続」と言う者あり）

（「採択」と言う者あり）

須見委員長

それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

お諮りいたします。

本件は，継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

（賛成者起立）

起立多数であります。

よって，本件は，継続審査とすべきものと決定いたしました。

以上で，請願の審査を終わります。

【請願の審査結果】

継続審査とすべきもの（起立採決）

請願第４号の３

これをもって，防災対策特別委員会を閉会いたします。（13時55分）


